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ントサービス明細」欄に表示の1年間とします。
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第１条（規定の目的など）
1. 本規定は、SMBCファイナンスサービス株式会社（以下「SMBCファイナンスサービス」という）が、発行する「セディナカード」
（以下「カード」という）を保有する会員（以下「会員」という）に対して提供するカードのご利用特典（以下「特典」という）の
内容、及びその特典を受けるための条件を定めたものです。

2. SMBCファイナンスサービスは、その都度、事前及び事後に会員に文書にて通知してこの規定を変更でき、会員は予めそ
の旨を承認するものとします。

第２条（特典の内容など）
1. 特典とは、会員が、カードを利用して当社加盟店で商品を購入した場合、及び提携企業とSMBCファイナンスサービスの提
携による「SMBCファイナンスサービス集金制度」を利用して定期集金費用等の支払いをした場合、その請求時に確定し
たポイントに応じて商品券等と交換できる制度です。
2. SMBCファイナンスサービスの行う『ワンダフルプレゼント21』のサービスは、このカードには付与されません。

第３条（ポイントの付与）
1. 会員の毎月のカードご利用代金明細書に記載される新規ご利用分のうち、キャッシングご利用分、カード年会費、その他
SMBCファイナンスサービス所定のものを除外した金額（以下「新規利用額」という）に対し付与するポイントを、新規利用ポ
イントとします。但し、SMBCファイナンスサービスがポイント付与について不適当と認めたご利用についてはこの限りではあ
りません。
2. SMBCファイナンスサービスは、特定の会員に対して別途ボーナスポイントを付与することができます。
3. 本条第1項の「新規利用ポイント」、第２項の「ボーナスポイント」の合計を各月の獲得ポイントとします。
4. ポイントは、その対象となるカードのご利用日に拘わらず、各月のご請求時に会員に付与されます。
5. ポイントは、カードご利用代金明細書に記載された有効期限まで有効とし、有効期限を経過したものは自動的に失効します。
6. SMBCファイナンスサービスは、会員がカード会員規約及び本規定を遵守していないと認めた場合、当該会員へのポイント
の付与を拒否することができます。
7. 家族会員のカードご利用金額に基づくポイントは、当該家族会員の属する本人会員のポイントと合算してその本人会員に
付与されます。

第４条（ポイントの取り消し）
商品、役務などの購入取り消しなどにより、会員のご利用代金の全部または一部が取り消された場合、当該取り消し額に
応じたポイントはSMBCファイナンスサービス所定の方法により取り消されます。

第５条（ポイントの計算）
1. 会員の新規利用ポイントは、新規利用額に対して、次の通り算出され、その会員に付与されます。
①当社加盟店での商品購入代金での利用の場合　　　　　　　　　　　　　　　　100円につき1ポイント
②「SMBCファイナンスサービス集金制度」による定期集金費用等の支払いの場合　　　200円につき1ポイント
但し、ポイントは小数点以下切り捨てとします。

2. ボーナスポイントはSMBCファイナンスサービスが予め告知する所定の条件、方法によって算出され、その対象会員に付与
されます。

第６条（特典の実施）
1. 前条で算出されたポイントの合計を各月の獲得ポイントとして累積します。
2. 会員は、ポイントの有効期間中において、500ポイント毎に500円相当のSMBCファイナンスサービスの指定する商品券等と
交換できます。尚、500ポイント未満の端数は切り捨てとし、ポイントの有効期間中は次月以降の獲得ポイントに累積します。

3. ポイントの再発行はいたしません。
4. ポイントは、そのポイントを獲得した本人会員からの申し出に限り交換いただけます。尚、会員からの交換の申し出はSMBC
ファイナンスサービス所定の方法により行うものとします。

第７条（複数カードの取扱い）
会員がカードを複数枚所持している場合には、本規定に基づきカード毎にポイントを計算しますので、これらを合算すること
はできません。

第８条（権利の消失）
理由の如何を問わず、会員がカード会員資格を喪失した場合は、本規定におけるすべての権利・義務は自動的に消失す
るものとします。

第９条（権利の譲渡）
理由の如何を問わず、特典における権利・義務を他人に貸与、譲渡、担保提供したり、相続させることはできません。

第10条（特典に関する疑義など）
ポイントの付与、ポイントの有効性、還元金額など会員の特典に関する疑義は、SMBCファイナンスサービスの決するところ
によります。

第11条（終了、中止、変更など）
1. SMBCファイナンスサービスは、事前に通知のうえ、いつでも特典を終了もしくは中止、または内容変更することができるもの
とし、会員は、予めその旨承認するものとします。
2. 特典の内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。

家族会員の利用代金については、本人会員の利用代金と合算してポイントに換算されます。
以下の代金については、ポイント換算の対象になりません。
（1） 年会費
（2） キャッシングサービス利用代金、各種ローン・リボルビング払いおよび分割払いの支払金・

利息・手数料・「Edy」チャージご利用分
（3） 会員誌購読料
（4） 商品券・ギフト券等SMBCファイナンスサービス所定のもの
ポイントの有効期限は、「カードご利用代金明細書」に記載された有効期限までとします。有
効期限を経過したポイントについては、自動的に失効します。ポイントは、所定の有効期限内
に限り有効とし、賞品交換欄に記載の賞品と交換することができます。
脱会された方のポイント交換には応じられません。
複数のカードのポイントの合算はできません。
賞品交換受付業務委託会社：（株）CDプランニング


